
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

Ｎ
ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
一
丁
目
十
二
番
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 


